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(57)【要約】
【課題】アクティブ層の結晶化時に発生する断線を解決
しうる薄膜トランジスタ及びそれを含むバックプレーン
基板を提供する。
【解決手段】本発明の薄膜トランジスタは、基板と、基
板上に設けられ、平坦部及び平坦部の側部に傾斜部を有
し、傾斜部の横幅（ａ）と高さ（ｈ）との比（ｈ／ａ）
が１．１９２以下であるゲート電極と、基板上に配置さ
れ、ゲート電極を覆うゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜上
に設けられ、ゲート電極の上方に位置する多結晶シリコ
ンのアクティブ層と、アクティブ層の両端に接続された
ソース電極及びドレイン電極とを含む。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に設けられ、平坦部及び前記平坦部の側部に傾斜部を有し、前記傾斜部の横
幅（ａ）と高さ（ｈ）との比（ｈ／ａ）が１．１９２以下であるゲート電極と、
　前記基板上に配置され、前記ゲート電極を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に設けられ、前記ゲート電極の上方に位置する多結晶シリコンのア
クティブ層と、
　前記アクティブ層の両端に接続されたソース電極及びドレイン電極と
　を含む、薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記傾斜部の傾斜面の前記基板の面に対する角度は２°～５０°の範囲である、請求項
１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項３】
　前記ゲート電極の前記平坦部の厚さは、前記傾斜部の高さ（ｈ）と実質的に等しく、少
なくとも１０００Åである、請求項１又は２に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　前記ゲート絶縁膜及び前記アクティブ層は、前記ゲート電極の前記平坦部及び前記傾斜
部を覆うように形成されている、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の薄膜トランジス
タ。
【請求項５】
　前記傾斜部は、前記基板に隣接して設けられ、前記基板の面に対して第１角度をなす傾
斜面を有する第１傾斜部と、前記第１傾斜部の上に設けられ、前記基板の面に対して第２
角度をなす傾斜面を有する第２傾斜部とを含む、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の
薄膜トランジスタ。
【請求項６】
　前記第１角度は前記第２角度よりも大きい、請求項５に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項７】
　前記第１傾斜部は、前記ゲート電極の前記平坦部の厚さの１／２以下である、請求項６
に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項８】
　前記第２角度は２°～５０°の範囲である、請求項７に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項９】
　マトリクス状に区分された複数の画素を有する基板を有し、
　前記複数の画素のうちの少なくとも一つは、
　　前記基板上に設けられ、平坦部及び前記平坦部の側部に傾斜部を有し、前記傾斜部の
横幅（ａ）と高さ（ｈ）との比（ｈ／ａ）が１．１９２以下であるゲート電極と、
　　前記基板上に配置され、前記ゲート電極を覆うゲート絶縁膜と、
　　前記ゲート絶縁膜上に設けられ、前記ゲート電極の上方に位置する多結晶シリコンの
アクティブ層と、
　　前記アクティブ層の両端に接続されたソース電極及びドレイン電極と、を含む、
　表示装置のバックプレーン基板。
【請求項１０】
　前記傾斜部の傾斜面の前記基板の面に対する角度は２°～５０°の範囲である、請求項
９に記載のバックプレーン基板。
【請求項１１】
　前記ゲート電極の前記平坦部の厚さは、前記傾斜部の高さ（ｈ）と実質的に等しく、少
なくとも１０００Åである、請求項９又は１０に記載のバックプレーン基板。
【請求項１２】
　前記ゲート絶縁膜及び前記アクティブ層は、前記ゲート電極の前記平坦部及び前記傾斜
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部を覆うように形成されている、請求項９乃至１１のいずれか１項に記載のバックプレー
ン基板。
【請求項１３】
　前記傾斜部は、前記基板に隣接して設けられ、前記基板の面に対して第１角度をなす傾
斜面を有する第１傾斜部と、前記第１傾斜部の上に設けられ、前記基板の面に対して第２
角度をなす傾斜面を有する第２傾斜部とを含む、請求項９乃至１２のいずれか１項に記載
のバックプレーン基板。
【請求項１４】
　前記第１角度は前記第２角度よりも大きい、請求項１３に記載のバックプレーン基板。
【請求項１５】
　前記第１傾斜部は、前記ゲート電極の前記平坦部の厚さの１／２以下である、請求項１
４に記載のバックプレーン基板。
【請求項１６】
　前記第２角度は２°～５０°の範囲である、請求項１５に記載のバックプレーン基板。
【請求項１７】
　請求項９乃至１５のいずれか１項に記載のバックプレーン基板を備え、液晶表示装置又
は有機発光表示装置である、表示装置。
【請求項１８】
　前記表示装置は、液晶表示装置であり、前記画素は、前記ドレイン電極に接続された画
素電極を更に有する、請求項１７に記載の表示装置。
【請求項１９】
　前記表示装置は、有機発光表示装置であり、前記画素は、有機発光ダイオードを有し、
前記ドレイン電極は、前記有機発光ダイオードの第１の電極を構成する、請求項１７に記
載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタに係り、特に、薄膜トランジスタ及びそれを含む表示装置
のバックプレーン基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信端末機、ノートパソコンのような各種携帯用電子機器の発展に伴い、これらに
適用できる平板表示装置（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｅｖｉｃｅ）に対
する要求が増大している。
【０００３】
　平板表示装置としては、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ　Ｄｅｖｉｃｅ）、プラズマ表示装置（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ　
Ｄｅｖｉｃｅ）、電界放出表示装置（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ　
Ｄｅｖｉｃｅ）、有機又は無機発光表示装置（Ｏｒｇａｎｉｃ　ｏｒ　Ｉｎｏｒｇａｎｉ
ｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｅｖｉｃｅ）など
が研究されている。このような平板表示装置の中でも、液晶表示装置及び有機発光表示装
置は、量産技術の発展、駆動手段の容易性、低電力消費、高画質及び大画面の実現の利点
によって、適用分野が拡大されている。
【０００４】
　平板表示装置は、複数個の画素をマトリクス状に備え、各画素を個別的に制御すること
ができるＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：薄膜トランジスタ）を画
素内に１つ以上備える。薄膜トランジスタは、ゲート電極の位置によってトップゲート構
造とボトムゲート構造とに分類することができる。
【０００５】
　図１は、典型的なトップゲート構造のＴＦＴのゲート電極の形成後の状態を示す断面図
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である。典型的なトップゲート構造のＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏ
ｒ）では、まず、基板１０上に、非晶質（ａｍｏｒｐｈｏｕｓ）シリコン層を形成し、こ
れをエキシマレーザー（ｅｘｃｉｍｅｒ　ｌａｓｅｒ）を用いて結晶化して多結晶シリコ
ン（ｐｏｌｙ－ｓｉｌｉｃｏｎ）層を形成する。
【０００６】
　次いで、結晶化された多結晶シリコン層上に感光膜（図示せず）を塗布し、前記感光膜
を露光及び現像して感光膜パターンを形成し、感光膜パターンをマスクとして前記多結晶
シリコンをエッチングし、図１に示すように、各画素の所定の部位にアクティブ層２０を
残す。
【０００７】
　ところが、上述の結晶化は、通常は４００℃以上の温度で行われる。この過程で、アク
ティブ層２０内で成長したグレインとグレインとが出会って突出する部位が発生すること
があった。このような突出部位が形成されると、完成した薄膜トランジスタを動作する際
、ターンオン時に電界（ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｆｉｅｌｄ）が集中してブレークダウン電圧
が低下し、リーク電流が生じる原因になることがあった。また、薄膜トランジスタの製造
工程中、前記突出部位は静電不良に対して脆弱であるため、製造歩留まりを低下させる要
因になることがあった。今後、次世代の装置において低消費電力及びスリムネス（ｓｌｉ
ｍｎｅｓｓ）構造のためにゲート絶縁膜が薄くなることが要求される場合、このような弱
点はさらに問題となる。
【０００８】
　アクティブ層２０を形成した後、トップゲート構造の薄膜トランジスタにおいては、ゲ
ート絶縁膜３０及びゲート電極４０を順次形成する。このとき、ゲート絶縁膜３０及びゲ
ート電極４０は、アクティブ層２０の突出部位を覆うように形成される。したがって、ゲ
ート絶縁膜３０及びゲート電極４０も下部のアクティブ層２０の表面が有する突出部位の
影響を受けてしまい、ゲート絶縁膜３０及びゲート電極４０の界面にも凹凸を有するよう
になる。
【０００９】
　また、チャネルは、アクティブ層２０のゲート電極４０と重なる部位に形成される。ア
クティブ層２０とゲート電極４０との間には、ゲート絶縁膜３０が介在している。したが
って、チャネルは、突出部位によってもたらされるアクティブ層２０とゲート電極４０と
の間の不均一な界面に形成されることになる。この結果、ホットキャリアストレス（ＨＣ
Ｓ：Ｈｏｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｔｒｅｓｓ）が高くなり、信頼性が低下することがあっ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１５－１２５３４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上述した問題点を解決するために案出されたものであり、アクティブ層の結
晶化時に発生する断線を防止或いは低減しうる薄膜トランジスタ及びそれを含む表示装置
のバックプレーン基板を提供することに、その目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一観点による薄膜トランジスタは、基板
と、前記基板上に設けられ、平坦部及び前記平坦部の側部に傾斜部を有し、前記傾斜部の
横幅（ａ）と高さ（ｈ）との比（ｈ／ａ）が１．１９２以下であるゲート電極と、前記基
板上に配置され、前記ゲート電極を覆うゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に設けられ
、前記ゲート電極の上方に位置対向する多結晶シリコンのアクティブ層と、前記アクティ
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ブ層の両端に接続されたソース電極及びドレイン電極とを含む。
【００１３】
　前記傾斜部の傾斜面の前記基板の面に対する角度は２°～５０°の範囲であることが好
ましく、このとき、前記ゲート電極の前記平坦部の厚さは、前記傾斜部の高さ（ｈ）と実
質的に等しく、少なくとも１０００Åであってもよい。
【００１４】
　前記ゲート絶縁膜及び前記アクティブ層は、前記ゲート電極の前記平坦部及び前記傾斜
部を覆うように形成される。
【００１５】
　場合によって、前記傾斜部は、前記基板に隣接して設けられ、前記基板の面に対して第
１角度をなす傾斜面を有する第１傾斜部と、前記第１傾斜部の上に設けられ、前記基板の
面に対して第２角度をなす傾斜面を有する第２傾斜部を含むことができる。そして、前記
第１角度は前記第２角度よりも大きくてもよい。この場合、前記第１傾斜部は、前記ゲー
ト電極の前記平坦部の厚さの１／２以下であってもよい。また、前記第２角度は２°～５
０°の範囲であることが好ましい。
【００１６】
　また、本発明の他の一観点による表示装置のバックプレーン基板は、マトリクス状に区
分された複数の画素を有する基板を有し、前記複数の画素のうちの少なくとも１つは、前
記基板上に設けられ、平坦部及び前記平坦部の側部に傾斜部を有し、前記傾斜部の横幅（
ａ）と高さ（ｈ）との比（ｈ／ａ）が１．１９２以下であるゲート電極と、前記基板上に
配置され、前記ゲート電極を覆うゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に設けられ、前記
ゲート電極の情報に位置する多結晶シリコンのアクティブ層と、前記アクティブ層の両端
に接続されたソース電極及びドレイン電極と、を含んでなることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の薄膜トランジスタ及びそれを含む表示装置のバックプレーン基板には、次のよ
うな効果がある。
【００１８】
　第一に、ゲート電極の上部にチャネルを含むアクティブ層を形成することによって、た
とえレーザー結晶化した後にアクティブ層を冷却する過程でアクティブ層の表面に突出部
位が発生しても、チャネルはゲート電極に隣接するアクティブ層とゲート絶縁膜との界面
側に形成されるため、ホットキャリアストレスが低く、ＢＶ（Ｂｒｅａｋｄｏｗｎ　Ｖｏ
ｌｔａｇｅ）の低下が少ないため、素子の信頼性を確保することができる。したがって、
このような構成を含む薄膜トランジスタを表示装置のバックプレーン基板の各画素に配置
する場合、表示装置の全体的な性能向上を期待することができる。
【００１９】
　第二に、ゲート電極をアクティブ層の下部に配置することによって、光電流の発生を防
止するために備えられる遮光層やボトム遮光金属層の省略が可能である。これによって、
表示装置の製造に用いられるマスク数の低減が可能であり、製造歩留まりの向上を期待す
ることができる。
【００２０】
　第三に、配線抵抗の低減のためにゲート電極に一定水準以上の厚さが要求される構造で
は、下側に形成されたゲート電極の傾斜に沿って上部のゲート絶縁膜及びアクティブ層を
形成し、ゲート電極の傾斜部を低い傾斜で形成することによって、傾斜部に対向するアク
ティブ層で多結晶シリコンの断線を防止することができる。
【００２１】
　第四に、ゲート電極の低い傾斜の傾斜部を形成する際に、複数の金属層を形成したり別
途のマスクを追加しなくても、エッチング工程において感光膜のアッシングの程度及びエ
ッチング選択比を調節することによって低傾斜のテーパー及び傾斜部の二重テーパーの実
現が可能であるので、工程上の負担が少ない。
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【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】典型的なトップゲート構造のＴＦＴのゲート電極の形成後の状態を示す断面図で
ある。
【図２】ボトムゲート構造のＴＦＴのアクティブ層の結晶化後の状態を示す断面図である
。
【図３】ボトムゲート構造のＴＦＴのアクティブ層の結晶化後の冷却時におけるアクティ
ブ層の断線を示す断面図である。
【図４】図３のアクティブ層の断線を撮影したＳＥＭ像である。
【図５Ａ】本発明の第１実施例に係る薄膜トランジスタのシリコン層を形成した直後の状
態を示す平面図である。
【図５Ｂ】図５Ａの平面図のＩ～Ｉ’線に沿って切断した断面図である。
【図６】本発明の第１実施例に係る薄膜トランジスタのシリコン層のレーザー結晶化後の
状態を示す断面図である。
【図７】本発明の第１実施例に係る薄膜トランジスタを示す断面図である。
【図８Ａ】ゲート電極の傾斜部の角度が４５°である場合に、図６の結晶化後の状態を撮
影したＳＥＭ像である。
【図８Ｂ】ゲート電極の傾斜部の角度が３０°である場合に、図６の結晶化後の状態を撮
影したＳＥＭ像である。
【図８Ｃ】ゲート電極の傾斜部の角度が１０°である場合に、図６の結晶化後の状態を撮
影したＳＥＭ像である。
【図９Ａ】本発明の第１実施例に係る薄膜トランジスタのゲート電極の形成方法を示す工
程断面図（その１）である。
【図９Ｂ】本発明の第１実施例に係る薄膜トランジスタのゲート電極の形成方法を示す工
程断面図（その２）である。
【図９Ｃ】本発明の第１実施例に係る薄膜トランジスタのゲート電極の形成方法を示す工
程断面図（その３）である。
【図９Ｄ】本発明の第１実施例に係る薄膜トランジスタのゲート電極の形成方法を示す工
程断面図（その４）である。
【図１０Ａ】本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタのシリコン層を形成した直後の
状態を示す平面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａの平面図のＩＩ～ＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
【図１１】本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタのシリコン層のレーザー結晶化後
の状態を示す断面図である。
【図１２】本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタを示す断面図である。
【図１３Ａ】本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタのゲート電極を形成した後の状
態を示すＳＥＭ像である。
【図１３Ｂ】本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタのゲート電極の上部にアクティ
ブ層を形成した後の状態を示すＳＥＭ像である。
【図１４Ａ】本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタのゲート電極の形成方法を示す
工程断面図（その１）である。
【図１４Ｂ】本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタのゲート電極の形成方法を示す
工程断面図（その２）である。
【図１４Ｃ】本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタのゲート電極の形成方法を示す
工程断面図（その３）である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の実施形態による薄膜トランジスタ及びそれを含
む表示装置のバックプレーン基板を詳細に説明する。
【００２４】
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　上述のように、典型的なトップゲート構造の薄膜トランジスタにおいて、アクティブ層
の表面に突出部位が発生すると、ホットキャリアストレスが高くなり、また、突出部位の
近くのチャネル形成及び電界の集中によってＢＶ（Ｂｒｅａｋｄｏｗｎ　ｖｏｌｔａｇｅ
）特性が劣化するという問題が生じることがあった。
【００２５】
　このような問題がトップゲート構造の構造的な問題点であることを考慮して、アクティ
ブ層に多結晶シリコン（ｐｏｌｙ－ｓｉｌｉｃｏｎ）を適用する構造において、最近、ボ
トムゲート方式についての研究開発が行われている。
【００２６】
　図２は、ボトムゲート構造のＴＦＴのアクティブ層の結晶化後の状態を示す断面図であ
る。図２に示すように、ボトムゲート構造の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）では、基板１０
０上にゲート電極１１０を形成し、次いで、ゲート絶縁膜１２０及び非晶質シリコン層を
ＰＥＣＶＤ（Ｐｌａｓｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ）で順次堆積し、その後、例えばエキシマレーザーの照射により非晶質シ
リコン層の結晶化を行って多結晶シリコン層１３０を形成する。
【００２７】
　ここで、結晶化過程は非晶質シリコン層の堆積の後に行われるので、ゲート絶縁膜１２
０と非晶質シリコン層は、それらの間にその他のアニーリング（ａｎｎｅａｌｉｎｇ）工
程なしに直ちに連続して形成することができる。したがって、結晶化時にグレイン同士が
出会う部位に対応して多結晶シリコン層１３０の表面に突出部位が発生しても、チャネル
は、ゲート電極１１０の上側にある多結晶シリコン層１３０とゲート絶縁膜１２０との間
の平坦な界面に形成されるため、トップゲート構造で発生したような電界集中現象は発生
しない。
【００２８】
　また、チャネルはゲート電極１１０の上部に形成されるので、設計自由度はより高く、
高解像度構造に有利である。また、液晶パネルのバックプレーン（ｂａｃｋｐｌａｎｅ）
においては、バックライトから入ってくる光を例えばゲート電極１１０により遮蔽できる
ことによって、光電流（ｐｈｏｔｏ　ｃｕｒｒｅｎｔ）の防止のためにアクティブ層の下
側に必要とされる遮光層を除去することができ、パッシブ方式の有機発光表示装置のバッ
クプレーンにおいては、ボトム遮光金属層（Ｂｏｔｔｏｍ　Ｓｈｉｅｌｄ　Ｍｅｔａｌ　
ｌａｙｅｒ）を省略できるので、表示装置の製造のために必要なマスクの数を低減するこ
とができる。
【００２９】
　但し、ボトムゲート方式において、エキシマレーザーの照射によって多結晶シリコン層
を形成する際、液状のシリコンが冷却され、重力及び表面張力によって結晶質の塊同士が
凝集する凝集現象（ａｇｇｌｏｍｅｒａｔｉｏｎ）が発生することがある。この過程で、
平坦な表面は関係ないが、ゲート電極の両端上のようにテーパーを有する部位では、その
両端に結晶質塊が移動し、結果的に、多結晶シリコンがゲート電極の端部上の傾斜部位で
消失する現象が発生することがある。
【００３０】
　図３は、ボトムゲート構造のＴＦＴの結晶化後の冷却時におけるアクティブ層の断線を
示した断面図であり、図４は、図３のアクティブ層の断線を撮影したＳＥＭ像である。
【００３１】
　図３では、冷却後、テーパーでの多結晶シリコンの消失によるアクティブ層１３０ａの
断線を断面で示しており、図４は、これをＳＥＭで撮影したもので、ゲート電極１１０の
テーパーに沿ったゲート絶縁膜の側面でアクティブ層の断線が発生することを示している
。アクティブ層は、結晶化後に冷却化された多結晶シリコンである。
【００３２】
　本発明は、下記のように、レーザー結晶化で多結晶シリコンを形成するボトムゲート構
造のテーパーに生じる欠陥を防止したものである。
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【００３３】
　［第１実施例］
　図５Ａは、本発明の第１実施例に係る薄膜トランジスタのシリコン層を形成した直後の
状態を示す平面図である。図５Ｂは、図５Ａの平面図のＩ－Ｉ’線に沿った断面図である
。図６は、本発明の第１実施例に係る薄膜トランジスタのシリコン層のレーザー結晶化後
の状態を示す断面図（図５ＡのＩ－Ｉ’線に沿った断面図）である。図７は、本発明の第
１実施例に係る薄膜トランジスタを示す断面図（図５ＡのＩ－Ｉ’線に沿った断面図）で
ある。
【００３４】
　図５Ｂ及び図７に示すように、本発明の第１実施例に係る薄膜トランジスタは、基板２
００と、基板２００上に設けられ、平坦部２１０ａ及び平坦部２１０ａの側部に傾斜部２
１０ｂを有し、傾斜部２１０ｂの横幅ａと高さｈとの比（ｈ／ａ）が１．１９２以下（す
なわち、角度θが約５０°以下）であるゲート電極２１０と、基板２００上に配置され、
ゲート電極２１０を覆うゲート絶縁膜２２０と、ゲート絶縁膜２２０上に設けられ、ゲー
ト電極２１０の上方に位置する多結晶シリコンのアクティブ層２３０と、アクティブ層２
３０の両端に接続されたソース電極２５０及びドレイン電極２６０とを含む。
【００３５】
　傾斜部２１０ｂの横幅ａと高さｈとの比は、設計段階では約１以下（すなわち、角度θ
が約４５°以下）にすることが好ましいが、最終製品においては許容誤差１０％程度を勘
案して、約１．１９２まで許容可能である。これを傾斜部の角度に換算すると、設計段階
では４５°以下をターゲットとするが、許容誤差を勘案すると、最終製品では約５０°ま
での傾斜が発生することを考慮し得る。
【００３６】
　アクティブ層２３０は、両端がドープされてソース領域２３０ｂ及びドレイン領域２３
０ｃとして定義される。ソース領域２３０ｂ及びドレイン領域２３０ｃは、ソース電極２
５０及びドレイン電極２６０との接続領域となる。アクティブ層２３０のソース領域２３
０ｂとドレイン領域２３０ｃとの間は真性領域であって、薄膜トランジスタのチャネル領
域として用いられる。
【００３７】
　アクティブ層２３０とソース電極２５０及びドレイン電極２６０との層間には、接続部
を除いて層間絶縁膜２４０が設けられる。ソース電極２５０及びドレイン電極２６０は、
層間絶縁膜２４０に設けられたコンタクトホールを介してアクティブ層２３０のソース領
域２３０ｂ及びドレイン領域２３０ｃに接続される。
【００３８】
　本発明の第１実施例に係る薄膜トランジスタは、ゲート電極２１０の側部のテーパー（
ｔａｐｅｒ）を低くすることを特徴とするもので、図５Ａ及び図５Ｂに示すように、傾斜
部２１０ｂの斜面と基板２００の表面とのなす角度θは２°～５０°の範囲であることが
好ましい。ここで、傾斜部２１０ｂの斜面が基板２００の表面に対して有する角度θは、
最終製品において工程許容誤差の範囲で変更されてもよい。傾斜部２１０ｂが低い傾斜を
有する理由は、非晶質シリコン２３００をゲート電極２１０の表面上に堆積するとき、ゲ
ート電極２１０の平坦部２１０ａでは平坦に、傾斜部２１０ｂでは低い傾斜に沿って緩や
かな堆積が可能であるからである。また、図６に示すように、レーザー照射による約４０
０℃前後での結晶化によって多結晶シリコン層２３００ａの表面に突出部位が発生し、そ
の後の冷却過程で結晶質化された成分同士で部分的な凝集現象が発生しても、傾斜部２１
０ｂに対向する部分の多結晶シリコン層２３００ａは緩やかな傾斜に沿って堆積されてい
るので、多結晶シリコン２３００ａの断線は発生しない。
【００３９】
　図６は、多結晶シリコン層２３００ａのレーザー照射後、冷却まで行われた状態であり
、実際に薄膜トランジスタやそれを用いた表示装置のバックプレーン基板の場合、多結晶
シリコン２３００ａは、パターニングして一定部分のみをアクティブ層２３０（例えば図
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７を参照）として残す。
【００４０】
　以下、ゲート電極２１０の傾斜部を低いテーパーにしたときに多結晶シリコンの傾斜部
で断線が発生しない点を立証するために行った実験の結果について説明する。図８Ａ乃至
図８Ｃは、それぞれゲート電極２１０の傾斜部の角度θが４５°、３０°、１０°である
場合に、図６の結晶化後の状態を撮影したＳＥＭ像である。
【００４１】
　図８Ａ乃至図８Ｃは、非晶質シリコンを結晶化するレーザーを照射し、次いで冷却まで
行った後のゲート電極の上部を示したもので、ゲート電極の傾斜部のターゲット角度が４
５°以下である条件を維持したとき、多結晶シリコン層の傾斜部で断線が発生していない
点を示したものである。実際に最終製品で残っているゲート電極の傾斜部の基板表面に対
する角度は、工程許容誤差により約５０°以下であり得る。
【００４２】
　従来のボトムゲート構造においては、段差部位を減らす趣旨から、側部の高テーパーは
維持するもののゲート（電極）の厚さを１０００Å未満とする研究があった。しかしなが
ら、この構造の場合、ゲート（電極）の厚さを１０００Å以上にすると、ゲート電極の傾
斜部上の多結晶シリコン層で断線が発生する可能性が高かった。上述した図４は、ゲート
電極の傾斜部に高テーパーを維持した場合であって、基板に対するゲート電極の傾斜部が
約６５°である場合であり、ゲート電極の傾斜部上に位置した多結晶シリコンの断線現象
が観察されたことを示している。
【００４３】
　本発明の一実施例による薄膜トランジスタは、ゲート電極の傾斜部の角度を低くするこ
とによって、このような問題点を解決したものである。換言すると、本発明の一実施形態
による薄膜トランジスタによれば、平坦部におけるゲート電極の厚さが１０００Å以上の
場合にも、ゲート電極の傾斜部上における多結晶シリコンの断線を防止することができる
。
【００４４】
　以下、本発明の第１実施例による薄膜トランジスタに適用するための低傾斜を有するゲ
ート電極の形成方法を説明する。図９Ａ乃至図９Ｄは、本発明の第１実施例に係る薄膜ト
ランジスタのゲート電極の形成方法を示す工程断面図（図５ＡのＩ－Ｉ’線に沿った断面
図）である。
【００４５】
　図９Ａに示すように、まず、基板２００上に金属を堆積し、第１感光膜パターン２１５
を用いて堆積した金属をウェットエッチング又はドライエッチングして、第１ゲートパタ
ーン層２１００Ａを形成する。ここで、第１感光膜パターン２１５が有する幅は、形成し
ようとする平坦部とその周辺の傾斜部に対応する‘ｂ’の幅（図５Ａ参照）を有する。そ
して、基板２００上に堆積した金属の厚さ‘ｈ’は、１０００Å以上である。金属は、同
一の金属又は同一の金属合金をスパッタリングなどの方式で形成した単一層である。
【００４６】
　図９Ｂに示すように、エッチング装置内の酸素（Ｏ２）の含有量を増加し、第１感光膜
パターンをアッシング（ａｓｈｉｎｇ）して幅を減少させて第２感光膜パターン２１５Ａ
を形成し、同一の過程で、第１ゲートパターン層２１００Ａの側部のエッチングを行うこ
とで、１次傾斜を有する第２ゲートパターン２１００Ｂを形成する。
【００４７】
　次いで、図９Ｃに示すように、エッチング装置内の酸素（Ｏ２）の含有量を増加し、第
２感光膜パターンをアッシング（ａｓｈｉｎｇ）して再度幅を減少させて第３感光膜パタ
ーン２１５Ｂを形成し、同一の過程で、第２ゲートパターン層２１００Ｂの側部のエッチ
ングを行うことで、２次傾斜を有する第３ゲートパターン２１００Ｃを形成する。この過
程で用いられるドライエッチングプラズマは、感光膜成分のエッチング選択比がゲート電
極形成用の金属のエッチング選択比よりも大きいので、相対的にアッシング及びエッチン
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グ過程で第２感光膜パターン２１５Ａの除去幅がさらに大きく、また、第３ゲートパター
ン２１００Ｃの下端部の幅を、図９Ａの過程で形成された幅‘ｂ’の水準に維持すること
ができる。そして、形成された前記第３ゲートパターン２１００Ｃは、下部と上部とで傾
斜が異なるテーパーを有することができる。
【００４８】
　次いで、図９Ｄに示すように、図９Ｃの条件と同じ条件で時間を増加させる場合、第３
感光膜パターン２１５Ｂの下部でエッチングされて、最終的なゲート電極２１０の形状は
、端部に、１次テーパーよりも低い低傾斜の第２テーパーで均一な傾斜部を有するように
なる。
【００４９】
　一方、図９Ａ乃至図９Ｄの過程は、同一のプラズマエッチング装置で行うことができる
。感光膜パターンのアッシングが必要な場合は、エッチング装置内の酸素量を増加すれば
よい。アッシングされた感光膜パターンの下部のゲートパターン層の金属のエッチングは
、感光膜成分のエッチング選択比が金属のエッチング選択比よりも高いドライエッチング
プラズマを用いて、直接ドライエッチングプラズマに当たる上側部からゆっくりエッチン
グされて、低傾斜のテーパーを有するようにエッチングが行われるようにする。ドライエ
ッチングプラズマは、感光膜パターンの上側から基板２００に供給されることが好ましい
。
【００５０】
　上述した方法によって、ゲート電極２１０は、多層や異種の金属の部分に分けて形成せ
ず、１回の堆積工程後、感光膜及びエッチング選択比などを調整することで、低段差の傾
斜部を有する単一層で形成することができる。
【００５１】
　［第２実施例］
　図１０Ａは、本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタのシリコン層を形成した直後
の状態を示す平面図である。図１０Ｂは、図１０Ａの平面図のＩＩ－ＩＩ’線に沿った断
面図である。図１１は、本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタのシリコン層のレー
ザー結晶化後の状態を示す断面図（ＩＩ－ＩＩ’線に沿った断面図）である。図１２は、
本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタを示す断面図（ＩＩ－ＩＩ’線に沿った断面
図）である。
【００５２】
　図１２に示すように、本発明の第２実施例に係る薄膜トランジスタは、基板３００上に
設けられ、平坦部３１０ａ及び平坦部３１０ａの側部に傾斜部３１０ｂを有し、傾斜部３
１０ｂの横幅ａと高さｈとの比（ｈ／ａ）が１．１９２以下であるゲート電極３１０（例
えば、図１０Ａ参照）と、基板３００上に配置され、ゲート電極を覆うゲート絶縁膜３２
０と、ゲート絶縁膜３２０上に設けられ、ゲート電極３１０の上方に位置する多結晶シリ
コンのアクティブ層３３０と、アクティブ層３３０の両端に接続されたソース電極３５０
及びドレイン電極３６０とを含む。
【００５３】
　ここで、第１実施例と異なる点は、図１０Ａ及び図１０Ｂに示すように、ゲート電極３
１０の傾斜部３１０ｂが二重テーパーを有することである。すなわち、傾斜部３１０ｂは
、基板３００に隣接して設けられ、基板３００の面に対して第１角度θ１をなす傾斜面を
有する第１厚さｈ１の第１傾斜部３１０ｂ’と、第１傾斜部３１０ｂ’上に設けられ、基
板３００の面に対して第２角度θ２をなす傾斜面を有する第２厚さｈ２の第２傾斜部３１
０ｂ”とを含む。そして、第１角度θ１は第２角度θ２よりも大きいことが好ましく、傾
斜部３１０ｂの上側のエッチング度が高い。また、この場合、第２角度θ２は約２°～約
５０°の範囲であり、第２角度θ２を有する第２傾斜部３１０ｂ”が、傾斜部３１０ｂの
全厚さの半分以上を占める。したがって、第１傾斜部３１０ｂ’は、傾斜部３１０ｂの全
厚さの半分以下であり、また、ゲート電極３１０の平坦部の厚さｈの１／２以下であって
もよい。
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【００５４】
　説明していないアクティブ層３３０は、両端がドープされてソース領域３３０ｂ及びド
レイン領域３３０ｃとして定義され、ソース電極３５０及びドレイン電極３６０との接続
領域となる。そして、アクティブ層３３０のソース領域３３０ｂとドレイン領域３３０ｃ
との間は真性領域であって、薄膜トランジスタのチャネル領域として用いられる。
【００５５】
　アクティブ層３３０とソース電極３５０及びドレイン電極３６０との層間には、接続部
を除いて層間絶縁膜３４０が設けられる。ソース電極３５０及びドレイン電極３６０は、
層間絶縁膜３４０に設けられたコンタクトホールを介してアクティブ層３３０のソース領
域３３０ｂ及びドレイン領域３３０ｃに接続される。
【００５６】
　図１３Ａ及び図１３Ｂは、それぞれゲート電極の傾斜部を二重段差で形成した直後、及
びその上部にシリコン層を形成した後、結晶化した後の状態を示したＳＥＭ像である。
【００５７】
　図１３Ａ及び図１４Ｃに示すように、ゲート電極３１０を形成した直後には、ゲート電
極３１０をパターニングするために用いられた感光膜パターン３１５Ｂが残っており、ほ
ぼゲート電極３１０の平坦部３１０ａに相当する幅が残っている。また、図１０Ａに示す
ように、ゲート電極３１０の平坦部３１０ａの周辺の傾斜部３１０ｂが‘ａ’の幅で残っ
ており、図１０Ａ、図１０Ｂ及び図１２に示すように、傾斜部３１０ｂ内に高い傾斜の第
１傾斜部３１０ｂ’及び相対的に低い傾斜の第２傾斜部３１０ｂ”が備えられる。
【００５８】
　このようなゲート電極３１０の上側の感光膜パターン３１５Ｂを現像で除去した後、基
板３００上に、ゲート電極３１０の上側を覆うようにゲート絶縁膜３２０及び非晶質シリ
コン層３３００を連続的に堆積する。その後、例えばレーザーを照射して非晶質シリコン
層３３００を結晶化し、これを冷却して、図１１のように、多結晶シリコン層３３００ａ
を形成する。冷却過程で結晶質の多結晶シリコン同士が凝集する凝集現象があっても、傾
斜部の主な低いテーパーによって、図１３Ｂに示すように、多結晶シリコン層３３００ａ
の傾斜部でも多結晶シリコンの損失がほとんどなく、これによって多結晶シリコン層３３
００ａの断線が発生しなくなる。
【００５９】
　多結晶シリコン層３３００ａは、その後、特定の形状にパターニングされ、パターニン
グされた両端にドーピングが行われる。これにより、図１２のソース領域３３０ｂ及びド
レイン領域３３０ｃとそれらの間に真性領域３３０ａのチャネルを有するアクティブ層３
３０を形成する。
【００６０】
　以下、本発明の第２例による薄膜トランジスタに適用するための傾斜部の二重段差を有
するゲート電極の形成方法を説明する。図１４Ａ乃至図１４Ｃは、本発明の第２実施例に
係る薄膜トランジスタのゲート電極の形成方法を示す工程断面図（ＩＩ－ＩＩ’線に沿っ
た断面図）である。
【００６１】
　図１４Ａに示すように、まず、基板３００上に金属を堆積し、第１感光膜パターン３１
５を用いて堆積した金属をウェットエッチング又はドライエッチングして、第１ゲートパ
ターン層３１００Ａを形成する。ここで、第１感光膜パターン３１５が有する幅は、形成
しようとするゲート電極３１０の平坦部とその周辺の傾斜部に対応する‘ｂ’の幅（例え
ば図１０Ａを参照）を有する。そして、基板３００上に堆積した金属の厚さ‘ｈ’は１０
００Å以上である。基板３００上に堆積された金属は、同一の金属又は同一の金属合金を
スパッタリングなどの方式で形成した単一層である。
【００６２】
　図１４Ｂに示すように、エッチング装置内の酸素（Ｏ２）の含有量を増加し、第１感光
膜パターンをアッシング（ａｓｈｉｎｇ）して幅を減少させて第２感光膜パターン３１５
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Ａを形成し、同一の過程で、第１ゲートパターン層３１００Ａの側部のエッチングを行う
ことで、第１傾斜部３１０ｂ’の傾斜に相当する１次傾斜を有する第２ゲートパターン３
１００Ｂを形成する（例えば図１２を参照）。
【００６３】
　この工程において、第２ゲートパターン層３１００Ｂを形成する過程で第１ゲートパタ
ーン３１００Ａの上側が下側よりもさらに除去された理由は、第１感光膜パターン３１５
をアッシングして第２感光膜パターン３１５Ａを形成する際にその幅が減少したためであ
る。また、エッチング装置の上側から入ってくるドライエッチングプラズマの反応量が、
第１感光膜パターン３１５が露出した上側のほうが大きいためである。
【００６４】
　次いで、図１４Ｃに示すように、エッチング装置内の酸素（Ｏ２）の含有量を増加し、
第２感光膜パターンをアッシング（ａｓｈｉｎｇ）して再度幅を減少させて第３感光膜パ
ターン３１５Ｂを形成し、同一の過程で、第２ゲートパターン層３１００Ｂの側部のエッ
チングを行うことで、２次傾斜を有する第３ゲートパターンを形成する。第３ゲートパタ
ーンは、図１２の最終的なゲート電極３１０となる。この過程で用いられるドライエッチ
ングプラズマは、感光膜成分のエッチング選択比がゲート電極形成用の金属のエッチング
選択比よりも大きいので、相対的にアッシング及びエッチング過程で第３感光膜パターン
３１５Ｂの除去幅がさらに大きく、また、ゲート電極３１０の下端部の幅を、図１４Ａの
過程で形成された幅‘ｂ’の水準に維持することができる。そして、形成された前記ゲー
ト電極３１０は、傾斜部の第１傾斜部３１０ｂ’及びその上部の第２傾斜部３１０ｂ”で
の傾斜が異なるテーパーを有することができる。そして、最終的に形成された第３ゲート
パターンは、本発明の第２実施例で用いる平坦部及びその周辺の二重傾斜を有する傾斜部
３１０ｂを有する、図１２のゲート電極３１０となる。
【００６５】
　図１４Ａ乃至図１４Ｃの工程は、同一のプラズマエッチング装置で行うことができる。
感光膜パターンのアッシングが必要な場合は、エッチング装置内の酸素量を増加すればよ
い。アッシングされた感光膜パターンの下部のゲートパターン層の金属のエッチングは、
感光膜成分のエッチング選択比がゲート金属のエッチング選択比よりも高いドライエッチ
ングプラズマを用いて、上側のエッチングがより良好に行われるようにする。
【００６６】
　上述した方法によって、ゲート電極３１０は、多層や異種の金属の部分に分けて形成せ
ず、１回のゲート金属の堆積工程の後、感光膜及びエッチング選択比などを調整すること
で、相対的に低い傾斜の第２傾斜部３１０ｂ”及びこれよりも小さい厚さの第１傾斜部３
１０ｂ’を含む二段階の傾斜部がある単一層で形成することができる。
【００６７】
　上述した第１実施例及び第２実施例によって形成された薄膜トランジスタを、基板上に
マトリクス状に区分された画素にそれぞれ１つ以上配置することで、表示装置のバックプ
レーン基板を形成することができる。例えば、液晶パネルの場合、各画素において、上述
した低段差の傾斜部を有するゲート電極上に、レーザー照射により結晶化した多結晶シリ
コンのアクティブ層を備えた形態で薄膜トランジスタが１つずつ備えられ、アクティブ層
の両端に接続されたソース電極及びドレイン電極のうちドレイン電極と接続された画素電
極をさらに備えて、各画素の薄膜トランジスタの選択駆動で画素別階調表現で表示を行う
ことができる。
【００６８】
　また、有機発光表示パネルの場合は、各画素は、上述した低段差の傾斜部を有するゲー
ト電極上に、レーザー照射により結晶化した多結晶シリコンのアクティブ層を有する薄膜
トランジスタを２つ以上備えることができる。各画素は更に、薄膜トランジスタのアクテ
ィブ層の両端に接続されたソース電極及びドレイン電極のうちドレイン電極に接続され、
２つの電極とそられの間に有機発光層が備えられた有機発光ダイオードを備えることがで
きる。これにより、各画素の薄膜トランジスタの選択駆動で画素別階調表現で表示を行う
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ことができる。この場合、ドレイン電極が、有機発光ダイオードの第１電極として機能す
ることもできる。
【００６９】
　一方、以上で説明した本発明は、上述した実施例及び添付の図面に限定されるものでは
なく、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で様々な置換、変形及び変更が可能である
ということは、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって明らかで
ある。
【符号の説明】
【００７０】
　　２００，３００　　基板
　　２１０，３１０　　ゲート電極
　　２１０ａ，３１０ａ　　平坦部
　　２１０ｂ，３１０ｂ　　傾斜部
　　２２０，３２０　　ゲート絶縁膜
　　２３００，３３００　　非晶質シリコン
　　２３０，３３０　　アクティブ層
　　２４０，３４０　　層間絶縁膜
　　２５０，３５０　　ソース電極
　　２６０，３６０　　ドレイン電極

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５Ａ】
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【図６】

【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図９Ｄ】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】
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【図１２】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】
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